
船舶事故調査報告書 

 

 

   船種船名 監視艇 あさひ 

   船舶番号 １３６８７２ 

   総トン数 ２５トン 

 

   事故種類 乗揚 

   発生日時 平成２１年１２月１０日 １１時２５分ごろ 

   発生場所 山口県秋穂港南方沖 

入鹿瀬灯浮標から真方位００５°５００ｍ付近 

（概位 北緯３３°５７.９′ 東経１３１°２４.８′） 

 

 

平成２２年７月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈  

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 監視艇あさひは、船長ほか２人が乗り組み、監視官１人を乗せ、秋穂
あ い お

港に向けて

北西進中、平成２１年１２月１０日１１時２５分ごろ、山口県山口市入
いる

鹿
か

瀬北方沖

の干出岩*1に乗り揚げた。 

 あさひは、両舷のプロペラ翼、推進器軸及び減速機などに損傷を生じたが、死傷者

はいなかった。 

 

 

                         
*1 「干出岩」とは、低潮時に水面に露出する岩のことをいう。 
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１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２１年１２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査

官（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２２年１月１３日、１５日、１８日、２０日、２１日、２５日、２９日、２

月５日、８日、６月１日 口述聴取 

平成２２年１月２６日 現場調査及び口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、あさひ（以下「本船」という。）のＡＩＳ*2情報

の記録（以下「ＡＩＳ記録」という。）及び船長の口述によれば、次のとおりであっ

た。 

2.1.1 ＡＩＳ記録による運航の経過 

     (1)  平成２１年１２月１０日１１時２２分００秒ごろ北緯３３°５７′   

４４.２″東経１３１°２６′０９.２″付近において、針路２６３.５°

（対地針路、真方位、以下同じ。）、船首方位２６４°（真方位、以下同じ。）、

速力２５.６ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）であった。 

   (2)  １１時２３分４５秒ごろ北緯３３°５７′４４.９″東経１３１°２５′

１７.１″付近において、針路２８２.８°、船首方位２８６°、速力   

２４.６kn であった。 

   (3)  １１時２４分４２秒ごろ北緯３３°５７′４９.８″東経１３１°２４′

５５.０″付近において、針路２９７.７°、船首方位３０４°、速力   

１８.７kn であった。 

                         
*2  「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、船位、針路、速力その他の安全に関する情報を船舶相互間及び陸上局の航行援助施設等

との間で交換する装置をいう。 
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   (4)  １１時２４分５９秒ごろ北緯３３°５７′５２.２″東経１３１°２４′

４９.５″付近において、針路３０１.２°、船首方位２８８°、速力   

１７.６kn であった。 

   (5)  １１時２５分００秒ごろ北緯３３°５７′５２.３″東経１３１°２４′

４９.２″付近において、針路２９１.６°、船首方位２８３°、速力   

１２.８kn で、その後０.０kn になった。 

（付表１ ＡＩＳ記録 参照） 

 

2.1.2 船長の口述による事故の経過 

本船は、門司税関徳山税関支署に所属する監視艇で、平成２１年１２月１０日 

１０時３０分ごろ、船長ほか２人が乗り組み、監視官１人を乗せ、山口県徳山下松

港を出港し、海上の監視及び取締りの目的で、同県宇部港沖に向かった。 

船長は、操舵室前部中央でいすに座って、目視、レーダー及びＧＰＳプロッター

で見張りを行いながら操船し、機関長は、船長の右側にあるいすに座って機関制御

と見張りを行い、一等機関士は、船長の左後方にあるいすに座って見張りを行った。 

船長は、１１時ごろ、山口県三田
み た

尻中関
じりなかのせき

港沖で、北東の風が強くなり、白波が

立ってきたので、同県秋穂港に一時的に避難することとし、秋穂港には初めて入港

するので、海図Ｗ１２７（以下「本件海図」という。）及び財団法人日本水路協会

発行のプレジャーボート・小型船用港湾案内（以下「港湾案内」という。）で水路

の状況を調べ、港湾案内に記載されていた指導線*3により、秋穂港南方沖の入鹿瀬

と竹島との間を通ることにした。 

船長は、１１時２２分ごろ、入鹿瀬灯浮標の東方１.１海里(Ｍ)付近で、入鹿瀬

と竹島の間に向く約２６４°に変針し、約２５～２６kn の速力で手動操舵により

航行した。 

船長は、１１時２３分ごろ、入鹿瀬灯浮標の東方８００ｍ付近で、入鹿瀬と竹島

の中央付近に、漁網用浮子
あ ば

を多数認め、それらを避けながら航行したが、漁網用浮

子を避けることに意識を集中し、レーダーやＧＰＳプロッターにより船位の確認を

行わなかった。 

船長は、１１時２４分ごろ漁網用浮子を避けるため減速し、同時２４～２５分ご

ろＧＰＳプロッターの画面を見たところ、指導線から大きく西側に外れており、入

鹿瀬付近に接近していることに気付いたので、指導線に乗せようと約２９８°に変

針して航行中、１１時２５分ごろ、船体に衝撃を受け、入鹿瀬北方沖の干出岩に乗

り揚げた。 

                         
*3   「指導線」とは、狭水道や険礁のある近くを航行するような場合、険礁を避けるために著明な

目標の見通し線又は方位線により安全な航路を示す線のことをいう。 
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船長は、損傷状況を調査したところ、左舷機の軸封装置付近から浸水しているこ

とを発見して海上保安庁に１１８番通報し、来援した巡視艇に横抱きにされて秋穂

港に入港した。 

 

本事故の発生日時は、平成２１年１２月１０日１１時２５分ごろで、発生場所は、

入鹿瀬灯浮標から００５°５００ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、付図２ 発生場所付近略図（その１）、付図３ 発生場

所付近略図（その２）、付図４ 海上保安庁のホームページ、付表１ ＡＩＳ記録 

参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷等に関する情報 

 船長の口述、損傷写真及び修理費見積書によれば、両舷のプロペラ翼、推進器軸及

び減速機などに損傷が生じた。 

（写真１ 船底の損傷状況、写真２ 減速機の損傷状況 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1)  性別、年齢、海技免状 

船長 男性 ４５歳 

五級海技士（航海）（履歴限定） 

      免 許 年 月 日 昭和６１年９月８日 

免 許 交 付 年 月 日 平成１９年３月２０日 

免状有効期間満了日 平成２４年４月１７日 

(2)  主な乗船履歴等 

船長の口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴等 

昭和６２年４月に監視艇の乗組員となり、甲板員、甲板長を経て、平成 

２１年４月から本船に船長として乗り組んでいた。また、事故発生場所付近

を航行するのは初めてであった。 

② 健康状態 

視力及び聴力などに異常はなく、健康状態は良好であった。 
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２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  １３６８７２ 

  船 籍 港  福岡県北九州市 

  船舶所有者  財務省 

  総 ト ン 数  ２５トン 

  Ｌ×Ｂ×Ｄ  １７.９０ｍ×４.２０ｍ×２.０５ｍ 

  船   質  アルミニウム合金 

  機   関  ディーゼル機関２基 

  出   力  合計１,２２０.９３kＷ 

  推 進 器  ５翼固定ピッチプロペラ２個 

  進水年月日  平成１３年１０月１９日 

 

2.5.2 積載状態 

  船長の口述によれば、出港時の喫水は、船首０.６ｍ、船尾１.２ｍであった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

船長の口述によれば、次のとおりであった。 

(1)  本船は、磁気コンパス、ジャイロコンパス、サテライトコンパス、レー 

ダー、ＧＰＳプロッター（ＤＧＰＳ*4機能内蔵）、音響測深器及びＡＩＳを

装備し、事故当時、レーダー、ＧＰＳプロッター、音響測深器及びＡＩＳが

作動中で、船体、機関及び機器類には、不具合又は故障はなかった。 

(2)  ＧＰＳプロッターは、本船の航跡、位置、針路及び速力が表示されるよう

になっており、事故当時、ＤＧＰＳの状態であった。 

ＧＰＳプロッターは、サテライトコンパス、レーダー及びＡＩＳと連動し、

レーダー映像と重ねて表示されるようになっていた。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1  気象観測値及び潮汐等 

   (1)  気象観測値  

      発生場所の西方約８Ｍに位置する宇部地域気象観測所における事故発生時

間帯の観測値は、次のとおりであった。 

                         
*4  「ＤＧＰＳ（ディージーピーエス：Differential GPS）」とは、位置の分かっている基準局が発

信するＦＭ放送の電波を利用して、ＧＰＳ（全地球測位システム）の計測結果の誤差を修正して精

度を高める技術又は装置をいう。 
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１１時００分 風向 東、風速 ８.０m/s、降水量 ０㎜ 

１２時００分 風向 東北東、風速 ７.３m/s、降水量 ０㎜ 

   (2)  潮汐  

海上保安庁刊行の潮汐表によれば、発生場所付近の事故当時の潮汐は上げ

潮の中央期で、潮高は約１.７ｍであった。 

 

2.6.2  乗組員の観測 

船長の口述によれば、次のとおりであった。 

天気  曇り、風向 北東、風速 約６～７m/s、視程 良好、波高 約１.５ 

ｍ、潮流 約１kn の西流、潮汐 上げ潮の中央期 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

(1)  本件海図、灯台表、水路通報及び港湾案内によれば、次のとおりであった。 

  ① 入鹿瀬は、秋穂港南方約１.５Ｍ沖にあり、南北約３００ｍ東西約１００

ｍの干出岩で、その周囲は水深が浅くなっている。また、入鹿瀬の南方至近

に入鹿瀬灯浮標、北東方約１,０００ｍ沖に竹島がある。 

  ② 入鹿瀬灯浮標は、標識の北側に岩礁、浅瀬、沈船等の障害物があることを

示す南方位標識である。 

   ③ 入鹿瀬と竹島の間は、水深が６～１０ｍで、指導線が設定されていた。 

   ④ 発生場所は、入鹿瀬北端から北方約２００ｍのところで、本件海図及び港

湾案内に浅瀬などを示す記載はなかった。 

  ⑤ 本件海図には、注意事項として次のとおり記載されていた。 

    浅瀬などの周辺には他にも未発見の浅瀬などが存在することがありうるの

で注意のこと。 

⑥ 水路通報には、注意事項として次のとおり記載されていた。 

航海上重要な事項（新たな浅所、航路標識の異変等）及び水路図誌の内容

を訂正する必要のある事柄を発見したときは、速やかに海上保安庁海洋情報

部航海情報課水路通報室又は最寄りの海上保安部に連絡して下さい。 

(2) 山口県漁業協同組合秋穂支店関係者、徳山海上保安部担当者及び第六管区海

上保安本部海洋情報部担当者の口述によれば、次のとおりであった。 

① 発生場所は、海洋情報部が未確認の干出岩で、事故当時、水深が約１.２

ｍであった。 

②  入鹿瀬と竹島の間では、地元漁船が建網漁を行っており、漁船関係者は

入鹿瀬北方に海図に記載されていない干出岩があることを知っていたが、海

上保安庁に連絡していなかった。 
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③ 徳山海上保安部は、発生場所の調査を行った際、海図に記載されていな

い干出岩の存在を確認し、第六管区海上保安本部海洋情報部に連絡した。 

④ 海上保安庁は、ホームページ及び水路通報により干出岩の存在を周知し

た。今後、現地の測量、海図の改版又は改補を行う予定である。 

 

２.８ 運航に関する情報 

船長の口述によれば、次のとおりであった。 

(1)  船長は、荒天の場合、自らの判断で航行経路の変更や運航を中止することと 

  なっていた。その際、その旨を上司に報告していた。なお、波高２ｍ以上の場 

  合、出航前であれば運航を中止し、航行中であれば最寄りの港に避難するよう 

  にしていた。 

(2)  船長は、事故前日の夜及び事故当日の朝に、テレビ及び気象庁のホームペー 

  ジにより天気予報を調べ、波高が０.５～１.０ｍの予想だったので、出港した。 

(3)  船長は、１１時ごろ三田尻中関港沖で、波高が１.５ｍとなり、予想よりも 

  波が高くなりそうだったので、秋穂港に避難することにした。 

 (4)  船長は、秋穂港に入港するのが初めてであったので、本件海図及び港湾案内 

  で水路の状況を調べ、入鹿瀬が干出岩で、その周辺の水深が浅いことを知った 

  が、指導線に沿って航行すれば安全であると思い、入鹿瀬と竹島との間を航行 

  することにした。 

 (5) 船長は、入鹿瀬灯浮標が南方位標識であることを知っていた。 

 (6)  船長は、指導線に沿って航行するつもりであったが、入鹿瀬と竹島の中央付 

  近に存在した多数の漁網用浮子を避けることに意識を集中し、レーダーや 

  ＧＰＳプロッターにより船位の確認を行わなかったので、指導線から大きく西 

  側に外れ、入鹿瀬付近に接近していることに気付かなかった。 

 (7)  船長は、当時、入鹿瀬が海面下にあったので、視認できなかった。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1  事故発生に至る経過 

２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1)  本船は、１１時２２分００秒ごろ、入鹿瀬灯浮標の東方１.１Ｍ付近で、

針路を入鹿瀬と竹島の間に向く約２６４°に定め、約２５.６kn の速力で手

 - 7 -



動操舵により、秋穂港に向けて航行した。 

(2)  本船は、１１時２３分４５秒ごろ入鹿瀬と竹島の中央付近に漁網用浮子を

多数認めたので、漁網用浮子を避けながら北西進した。 

(3)  本船は、１１時２４分４２秒ごろ、指導線から西側に外れており、入鹿瀬

に接近していることに気付いたので、約２９８°に変針して指導線に乗せよ

うとしたが、未確認であったことから本件海図及び港湾案内に記載されてい

ない入鹿瀬北方沖の干出岩に乗り揚げた。 

 

3.1.2  事故の発生日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、平成２１年１２月１０日１１時２５分ごろで、

発生場所は、入鹿瀬灯浮標から００５°５００ｍ付近であったものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員の状況 

 ２.４から、船長は、適法で有効な海技免状を有していた。 

(2)  船舶の状況 

 2.5.3 から、船体、機関及び機器類には、不具合又は故障はなかったもの

と考えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象に関する解析 

２.６から、天気曇り、風向北東、風力４、視界良好、波高約１.５ｍ、潮流約１

kn の西流、潮汐上げ潮の中央期であったものと考えられる。 

 

3.2.3 事故発生に関する解析 

  ２.１、２.７及び２.８から、次のとおりであった。 

   (1) 本船は、秋穂港に向けて、入鹿瀬と竹島との間を北西進中、指導線から西

側に外れて航行したため、未確認であったことから本件海図及び港湾案内に

記載されていない入鹿瀬北方沖の干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 

    (2) 船長は、秋穂港に初めて入港するので本件海図及び港湾案内により水路調

査を行い、指導線を航行して秋穂港に入港する計画を立てたが、入鹿瀬と竹

島の中央付近に存在した多数の漁網用浮子を避けることに意識を集中し、 

レーダーやＧＰＳプロッターにより船位の確認を行わなかったものと考えら

れる。 

  (3) 船長は、狭水道で険礁のある付近を航行しようとしたが、入鹿瀬と竹島と
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の間の指導線上付近に多数の漁網用浮子を認めて、指導線上を航行すること

が困難な場合、南方位標識である入鹿瀬灯浮標の南方を航行し、入鹿瀬の西

方を迂回していれば、本事故の発生を防止することができた可能性があると

考えられる。 

 

 

４ 原 因 

 

 本事故は、本船が、秋穂港に向けて入鹿瀬と竹島との間を北西進中、船長が、指導

線から外れて航行したため、未確認であったことから本件海図及び港湾案内に記載さ

れていない入鹿瀬北方沖の干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 船長が、指導線から外れて航行したのは、入鹿瀬と竹島との中央付近に存在した多

数の漁網用浮子を避けることに意識を集中し、船位の確認を行わなかったことによる

ものと考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 
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付図２ 発生場所付近略図（その１） 

 

 

付図３ 発生場所付近略図（その２） 

      

    （注）指導線の３５２°は磁針方位、３４５°は真方位である。 
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付図４ 海上保安庁のホームページ 
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付表１ ＡＩＳ記録 

時  刻 緯 度 経 度 
対地針路 船首方位 対地速力

（°） （°） （kn） 

10 日 11 時 16 分 40 秒 33°58′31.3″ 131°28′36.8″ 249.6 246 25

11 時 22 分 00 秒 33°57′44.2″ 131°26′09.2″ 263.5 264 25.6

11 時 23 分 45 秒 33°57′44.9″ 131°25′17.1″ 282.8 286 24.6

11 時 24 分 42 秒 33°57′49.8″ 131°24′55.0″ 297.7 304 18.7

11 時 24 分 59 秒 33°57′52.2″ 131°24′49.5″ 301.2 288 17.6

11 時 25 分 00 秒 33°57′52.3″ 131°24′49.2″ 291.6 283 12.8
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写真１ 船底の損傷状況 

 

      左舷機の推進器軸が約３０㎝後方に移動し、左舷機のプロペラ 

翼と左舷側の舵板が接触していた。 

 

写真２ 減速機の損傷状況 

 

 左舷機の減速機は、推進器軸に引っ張られ、分断されていた。 
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